
工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ０

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

表 紙

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)設計図

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)
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工事場所
三次市甲奴町本郷654-1

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)

広島県三次市甲奴町本郷654-1　

工事名称

発注者
住所

氏名

地名地番

都市計画区域

敷地面積

用途地域

防火地域

敷地概要

指定建ぺい率

指定容積率

高さ制限

高度地区

日影規制

外壁の後退

風致地区

その他の指定

道路

建物用途

工事の種別

構造

建築概要

階数

天井高さ

建築面積

延べ面積

1,023.68㎡

指定なし

診療所

改修（空調設備）

S造

平家建

前面道路幅員　

指定なし

指定なし

指定なし

指定なし

指定なし

なし

広島県三次市十日市中二丁目8番1号

三次市長　福岡 　誠志

都市計画区域外

指定なし

建物概要

　　　現場説明書及び設計図を最優先とし、内訳明細書はあくまでも参考資料とすること。

※別紙提示の内訳明細書の取扱いについて

【　注意事項　】

軒高さ

最高高さ

　　　入札に先立って入札参加者において数量を算出し、それに基づいて入札価格を決定し入札に臨むこと。

　　　尚、内訳明細書の項目や数量等に疑義がある場合は入札日前の所定の期間内に協議書を提出ください。

工事概要
 

　本工事は、三次市国民健康保険甲奴診療所空調改修その他工事です。

　

 

 

　Ⅰ.その他工事

　　①上記工事に伴う工事1式

　　診療所の空調改修工事為、事前に現地をよく確認したのち技術的内容を

　　記載した施工計画書、施工図を作成してください。

　　また、工事手順、安全対策騒音対策等の内容を記載した安全計画書を

　　作成し係員の承諾を得て工事に着手してください。

　　尚、下請協力業者は実績のあるものとし係員の承諾を得るものとします。

　　別紙仕様書、設計図等により入念に施工を行ってください。

　　不明な点は係員と協議を行いその指示によってください。

 

　Ⅱ.工事工程等

　　①事前に関係者（健康推進課・診療所・都市建築課・設計事務所・協力業者等）と

　　②全体の工期は入札要綱の通りですが、診療所の為、施工日及び時間に制限があります。

　

　Ⅲ. 備品等の移動及び復旧

　　①備品等の工事に支障となる物の移動及び復旧等は全て工事請負の負担に行ってください。

 

　Ⅳ. 工事監理を建築設計事務所に委託しておりますので提出書類等は工事監理者を通して

・Ａ４版　２　部（現場用）（A3 2ツ折り製本）

・Ａ３版　　　部（現場用）

万一事故等が発生した場合は、担当者に連絡するとともに諸請負者で保証し解決を図ること。

2.工事車両等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。

1.工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。

必要に応じてマニフェストを提出すること。

10.解体撤去及び産業廃棄物の処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に処分すること。

9.不明な点については、係員と協議の上施工すること。

・Ａ４版　２　部（表紙付、契約用）8.図面を製本し提出すること。

7.水道等の既存設備を使用する場合は、事前に使用願いを提出し承認を得ること。

作成提出し係員の承認を得ること。

毎日最低１回は工程表の見直しを行い、７日以上の遅れが生じた場合は再度工程表を

6.着手届けに添付する工程表は、綿密な計画によって作成すること。

5.作業場は常に整理整頓を心掛け、毎日作業終了後清掃を行うこと。

もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負者において解決を図ること。

4.振動・騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。

尚、建物内及び敷地内は全て禁煙とする。

その最終保険契約期間は、完成日より20日間延長した期日とすること。

応じ火災保険を締結し保険証書を提出すること。

万一火災等での損害は、請負者で負担願う事になるので、工事の出来形に

3.消火器等を設置して火災等発生しないよう最善の注意をすること。

【　指示事項　】

（特に施設内への出入りや音の発生する作業は事前調整が必要となります。）

三次市甲奴支所

7,450mm

486.85㎡

3,700mm

図示

497.45㎡

甲奴診療所

　　　着手してください。

　　協議を行い、下記の②を考慮の上、詳細工程表及び総合仮設計画書を作成承諾を得た後工事に

※提出書類表紙(工事打合せ簿)に監理者押印欄を記入の事。
※提出書類様式は発注者HPからダウンロードして作成の事。
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48

下請業者名簿共

46

47

45

44

43

42

41

３ 14日以内施工体制台帳及び施工体系図

工事名 請負業者

提出書類一覧

項　　目 部数 提 出 期 日 備　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21

23

22

24

25

27

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

着手届（発注者書式）

主任技術者・監理技術者・現場代理人通知

同上誓約書及び経歴書（書式は自由）

工事カルテ（コリンズ）

詳細基本工程表

見積書（請負者が算出した数量による内訳明細書）

３ 契約後速やかに

14日以内

14日以内

10日以内

14日以内

14日以内

※提出書類はＡ４又はA3二つ折とする事。

雇用関係証明書添付

免許証等（写し）添付

請負契約500万円以上

Ａ３版程度

Ａ４版

40

３

３

３

３

３

工事監理者にも提出の事

5日以内

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

退職金共済制度(建退共) 14日以内

10ｃｍ用程度5日以内提出書類綴込み用空ファイル

Ａ３版程度の図面添付

原図を訂正のこと

写真添付のこと

工期の20日延長

ＣＤデータ

４週（公共機関試験）

ミルシート等

省略不可

随　時

完了時

工事着手前

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

随　時

随　時

着工前

各工事着手前

各工事着手前

7日以内

工事着手前

随　時

資材搬入前

各工事着手前

上記以外に発注者、監督員の指示によるもの

総合仮設計画書（安全計画書含む）

完成写真（撮影箇所は監督員の指示による）

休祭日作業届

水道メーター指針表

電気メーター指針表

水圧試験報告書

ガス気密試験報告書

接地抵抗試験表

テレビ共聴電解強度試験表・画面解像度表

電気絶縁抵抗試験表

鍵番号表及鍵引渡書

各工事保証書(防水)

竣工図（文字入り製本・Ａ３版二つ折）CD共

社内検査表（チェックリスト添付）

工事打合簿，工事指示書，工程会議資料等

工程指定の報告書（法　第12条3項）

アスファルト調合表、試験表

塗装関係の使用量の報告書

材料出荷証明書

工事写真

施工計画書

施工図・製作図・承認図

コンクリート圧縮試験結果表

コンクリート配合表

鉄筋及び鉄骨試験表

工事履行報告書

主要資材購入先名簿

材料承認願い等

大気汚染防止法説明書及び調査 着工迄に 大気汚染防止法第18条の15第1項，3項３

質疑回答書

工事材料搬入・検査報告書(材料確認書)

各種試験成績書(アンカー引抜，溶接探傷等)

機能及び性能試験成績書

３

３

３

３

必要に応じて

随　時

随　時

工事用保険証の写し(火災保険共）

３

事由発生後14日以内

再生資源利用計画書 ３ 工事着手前

各工事着手前

完了時

３社会保険等

安全実施報告書（KY,パトロール,安全日誌等） ３

各種試験報告書

納入実績量共

空缶等確認出来る写真共

既設設備を使用する場合

既設設備を使用する場合

再資源化等報告書 ３ 完了後速やかに

受領後速やかに３産廃契約書及びマニフェスト写し

下請負業者一覧表（メンテナンス用） ３ 完了時

契約時建設リサイクル法届

給水装置工事申込書及び完了届，完了検査 ３ 工事着手前

工事着手前３排水設備等計画確認申請書（給水設備共）

消防設備設置計画書 ３ 工事着手前

完了14日前迄に３完成通知届

引渡書 ３ 検査通知後14日以内

随　時３出来高請求書

写真添付

住所，電話他記載

完了届共

写真添付

３

３

３

３

３

期間別工事工程報告書(現況写真添付のこと) 工程が確認できるように撮影

３

３

毎月7日までに３

毎月２回

随　時

完了時

ＣＤデータ

58

工事状況が確認できる写真添付

提出ください。

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)

甲奴歯科診療所

甲奴駅

至
世
羅

〒

指定なし

指定なし

4,070mm

尚、診療に支障をきたす恐れがあるため安全を重視し、土日祝日の施工を基本とします。

11.各図面に建築，機械等工事区分を記載していますが、一括発注の為全て本工事に含むものとします。

【特記事項】　上記18の事前調査は、定性分析とします。（1ケ所を見込んでおります。）

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M １

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)工事概要・付 近見取図



三次市甲奴町本郷654-1

＊当該工事により発生する建設発生土は，「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設のいずれ

(2)木材の防腐・防蟻処理剤は，クロルピリホス，ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない薬剤

Ⅰ　工事概要

適用基準等

設計図書の優先順位

項

事

通

共

般

一

１
１

２

　　(1)公共事業労務費調査―工事中に実施（調査票等の記入提出，発注者の調査実施への協力等）

　　(2)完成施設事後調査（第一次調査）－引渡し後，概ね６ヶ月頃

　　(3)完成施設事後調査（第ニ次調査）－引渡し後，概ね１年目頃

　　(4)かし担保調査－建設工事請負契約約款第４１条に定める期間内

　２．特記仕様
　　(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。

　　(2)特記事項は○印のついたものを適用する。

　　　○印のつかない場合は，＊印のついたものを適用する。

　　　○印と＊印のついた場合は，○印のついたものを適用する。

　　　○印と＊印のついた場合は,共に適用する。○

　　(5)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て請負者の負担において遅滞無く行なうこと。

　　(4)材料及び製造所等の記載順序は不同である。

工事カルテ
(１．１．４）

発生材の処理等
（１．３．８）

３

４

Ⅱ　建築改修工事仕様
　１．(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，

　　　

　　　求める検査に必要な資料等（報告書等）を用意すること　

　　　(2)請負者は完了検査（中間検査含む）には，発注者・健康推進課・都市建築課）が
　　　「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編・機械設備工事編）」（最新版）による。

　　(2)主要資材を購入しようとする場合は，極力広島県内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし，予め購入先の名称・所在地及び資材名等を

　　工事に際し，隣接建物等に損傷を与えた場合は，速やかに現状復旧を行うこと。

　　(3)当該工事に使用する砂については，海砂（県外産を含む）を使用しないこと。

　　　所・本店を有する業者に発注するものとする。

　　　発注者に通知するものとする。

　　(1)この工事の施工に際し，やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者に請け負わせようとする場合は，原則として広島県内に主たる営業

　　(1)工事に際し，工事関係者以外の第三者の生命，身体及び財産の危害，並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

　　(2)上記について，「建設工事公衆災害防止対策要綱（平成５年１月１２日付　建設事務次官通達）」に基づき実施すること。

　　　その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第２１条の規定により,発注者に工期延長の請求を行うこと。

　　ア．暴力団等から不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という）を受けた場合はその旨を直ちに発注者に報告し,所轄の警察署に届出ること。

　　イ．発注者及び所轄の警察署と協力して,不当介入の排除対策を講じること。

　　ウ.排除対策を講じたにも係ず,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行うこと。

　　オ.暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。

　　カ.当該被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行うこと。

　１．工事名称
　２．工事場所
　３．敷地面積
　４．構造・規模

　７．不当要求又は工事妨害の排除について

　８．公衆災害防止措置

　９．現状復旧

　10．主要資材

　６．別途工事

　３．工事中及び竣工後，下記に示す調査を行うため，発注者より連絡があれば対応すること。

項目
１

一

般

共

通

事

項

実施工程表(１.２.１）

(１.４.１～６)
建築材料等

７

８

電気保安技術者
（１．３．３）

特別な材料の工法

(１.６.９)

９

10

11

完成時の提出図書
（１．８．２）

電子納品18

19

20 工事写真等

中間技術検査
（１．７．２）

17

技能士
（１．６．２）

16

破壊部分の補修
（１．５．３）

15

施工条件
（１．３．５）

工事安全計画書

施工数量調査
（１．５．２）

12

13

14

　　エ.発注者と工程に関する協議を行った結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第21条の規定により,発注者に工期延長の請求を行うこと。

　　関係法令等（条例含む）に抵触する場合には，関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

　　(6)標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を示している場合において，それらが

　　(3)項目欄に記載の（　　）内番号は公共建築改修工事標準仕様書,《　　　》内番号は公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目を示す。

(1)現場説明に対する質問回答書　　(2)現場説明書

 ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

 ・建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

(3)特記仕様書　　(4)図面　　(5)公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

 ・建設工事公衆災害防止対策要綱　　　・建設副産物適正処理実施要領（広島県土木局制定）

 ・建築工事安全施工技術指針　　　　　・再生資源利用促進実施要領（広島県土木局制定）

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(CORINS)に基づき，登録(契約)，途中変更，竣工，訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」

を作成し，監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し，登録機関発行の「登録内容確認書」を

・現場再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　処理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・再生資源化を図るもの（・建設発生土*コンクリート塊*アスファルトコンクリート塊*建設発生木材）

・上記以外１．３．８（ｂ）（３）及び監督員との協議による。

受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス

の変更があった場合とする。

監督員に提出しなければならない。なお，途中変更時の登録が必要な場合とは，工期の変更，技術者

アスベスト成形板の
処理等

５

建設発生土６

　なお，本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

１．処理を行うアスベスト成形板の仕様

・石綿スレート　　　・石綿セメント珪酸カルシウム板　　　・その他

２．施工調査

　アスベスト成形板の撤去にあたり、あらかじめ事前の調査を次の事項について

　（１）アスベスト成形板の使用部位の確認

　　　　記載上のその使用範囲のみならず広く確認を行う。

　（２）アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認

　（３）アスベスト成形板使用数量の確認

　（４）施工範囲等の確認

　により記録し、監督員に提出する。

３．施工中の掲示

石綿障害予防規則に基づいた作業を行う旨の掲示を作業現場の見やすい場所でおこなうこと。

・当該工事により発生する建設発生土は，次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。

（1）搬出場所　　　　　　　　　　　　　　

行う。調査結果は、図面

(1)本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広島市，呉市，

　福山市)が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象とならない中間処理施設にあっては，

　廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等

　(選別を含む)により,有用物となった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。

　（原則，県内処分）

(2)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記(4)に掲げる施設のうち受入

　でいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

　条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込ん

　広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。

(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については，

＊場外指示の場所に処分 ・場外搬出適切処理 ・場内指示の場所に敷き均し ・場内指示の場所に堆積
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章

かに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済

的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入れ地（一時たい積を含む）を見込んでいる。

したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用は変更しない。なお，工事発注後に

明らかになったやむを得ない事情により，上記の仕様に拠り難い場合は，監督員と協議するものとする。

特記事項
　工事期間は建築設備も含んだ期間とし，工事全体を把握して作成し，監督員の承諾を受ける。

　①品質及び性能に関する試験データが整備してあること

　②生産施設及び品質の管理が適切に行ってあること

　③安定的な供給が可能であること

　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること

　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること

　⑥販売，保守等の営業体制が整えてあること

(3)製造業者等に関する資料を定める材料

　乾式保護材

　無収縮グラウト材

　鉄骨柱下無収縮モルタル

　床型枠用鋼製デッキプレート

　既成調合モルタル

　ルーフドレン

　吸水調整材

　アルミニウム製建具

　鋼製建具

　鋼製軽量建具

　ステンレス製建具

　錠前類

　　（測定対象物質）　・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ﾄﾙｴﾝ　・ｷｼﾚﾝ　・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ｽﾁﾚﾝ ・その他（　　　　　）

　　（測定方法）　　　・パッシブ型採取機器による簡易法

　　　　　　　　　　　・厚生労働省が定める標準的測定法（　　　　　　　　　　　　　　）

　行い，十分乾燥させた後現場に搬入する。

　・電子納品対象工事とする

　　＊行う。（回数及び時期については監督員の指示による）　　・行わない

　工事別 　　適　用　職　種 　　　作　業　種　別

 外壁改修工事
・左官 ・左官作業

 塗装改修工事 ・塗装 ・建築塗装作業

 内装改修工事

・建築塗装作業・塗装

・左官 ・左官作業

・建築塗装作業・塗装

 防水改修工事 ・防水施工 ・各防水工事作業

　補修方法　＊図示　　

(2)調査方法　 ＊テストハンマーによる打診及び目視　　・　

(1)調査範囲　　・外壁（庇共）　　・図示

(1)工程写真

　工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真（カラー・サービス版）を期間別工事工程報告書に

　＊適用する

　標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は,監督員の承諾を受けて,当該製品の指定工法による。

(1)施工可能時間帯　　　＊指定なし　　・指定あり（発注者及び監督職員と協議の上決定）

(2)部位別の施工順序　　＊指定なし　　・指定あり（発注者及び監督職員と協議の上決定）

(3)工事用車両の駐車場　＊指定なし　　・指定あり（発注者及び監督職員と協議の上決定）

(4)資機材置場　　　　　＊指定なし　　・指定あり（発注者及び監督職員と協議の上決定）

　外壁調査は，外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ，浮き，欠損部，内部

　・適用する　　・適用しない

　・なお，18　電子納品で対象工事である場合は，加えて電子成果品を　３部提出すること

　下記のものを監督員に提出する。工事中写真・完成写真の撮影は「営繕工事写真作成要領」による。

　添付するものとする。

　（完成写真の撮影業者）　・監督員の承諾する撮影業者

　建物外観各方向,主要箇所,主要室内,その他監督員が指示する箇所

(2)工事中写真

(3)完成写真

　（撮影箇所）

　（規格・提出部数）

　写真は，施工前を撮影し，施工後と同じ角度で比較できるように整理すること

　＊A4版クリアファイル 　 部　・A4版写真台紙  部　・アルバム　部

　（カラー・キャビネ版以上　表紙,背表紙に監督員の指示により工事名称等を印字すること)

　有するものとする。

(1)本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び性能を

(2)本工事において使用する材料のうち，(3)に指定する材料の製造業者等は，次の①～⑥の事項を

　受けるものする。ただし，あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　満たすものとし，その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督員に提出して承諾を

　グリーン購入方針」の品目（10）設備等（11）公共工事は図面表記を優先するものとする。

　環境負荷低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。なお，設備については「広島県

　以下であることを確認し，監督員に報告する。

(1)図示した室について，下記の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し，厚生労働省が定める指針値

とし，加圧式防腐・防蟻処理等は工場で

Ｆ☆☆☆☆等級のものとする。

(3)保温材，断熱材，緩衝材については，ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ない

発散しないか，発散が極めて少ないＦ☆☆☆☆等級のものとする。

(4)塗料，壁紙，仕上塗材，合板，接着剤等で屋内に面するものについては，ホルムアルデヒドを

若しくは極めて少ないものを選択するよう努め，(1)の規定を満たすこと。

(5)屋内に面して用いる材料は，上記(2)～(4)に適合した上で，揮発性有機化合物の発散が無い

性有機化合物）対策
室内空気汚染（揮発

　クローザ類

　自動扉機構

　自閉式上吊り引戸機構

　重量シャッター

　軽量シャッター

　オーバーヘッドドア

　防水剤

　現場発泡断熱材

　フリーアクセスフロア

　可動間仕切

　移動間仕切

　トイレブース

　煙突用成形ライニング材

　天井点検口

　床点検口

　グレーチング

　屋上緑化システム

　トップライト

　エポキシ樹脂

　ポリマーセメントモルタル

　既成調合目地材

　鋳鉄製ふた

(4)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき策定された「広島県

　グリーン購入方針」に掲載されている品目については，他の特記事項及び図面表記の範囲内で，

 建築工事安全施工技術指針及び建設公衆災害防止対策要綱を参考に，工事安全計画書を監督員に提出する。

　等の位置及び数量（幅，長さ,面積）の調査を行い，結果

まで貫通したひび割れ

　２部提出する。

を立面図等に記載し集計表を添えて監督員に

　電子納品とは「調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

　に基づいて作成されたものを示す。

　ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領【営繕工事編】最新版（以下「要領」という。）

　監督員の指示による。

　完成図は原則として原図にて修正を行い，施工図，保全に関する資料で必要なものの提出については，

　監督員と協議の上，電子化の是非を決定する。成果品の提出の際には，ウィルス対策を実施すること。

　記載がない項目については電子データを提出する義務はないが，「要領」の解釈に疑義がある場合は，

　水中又は地下に埋設される部分,その他完成後外部から検査または確認することができなくなる部分,

　に２部提出するものとする。

　及びその他監督員が指示する箇所は,A4版写真台紙（カラー・サービス版）にまとめて完成検査日まで

　三次市様式による期間別工事工程報告書を毎月２回３部提出すること。

　＊自動閉鎖装置設置箇所の切り込み及び補強

　＊駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　＊図示した壁,天井の仕上材,下地材の切り込み及び下地補強

（施工範囲）

「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。

特記事項

(2)外部足場の種別　

(1)内部足場の種別

＊脚立，足場板等　・（　枠組棚足場　）

　・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種＊Ａ種

(3)外部足場の保護シート等による養生

(4)材料，撤去材などの運搬の種別

・Ｃ種・Ａ種　＊Ｂ種 　・Ｅ種・Ｄ種

・枠組本足場を設ける場合（＊手すり先行工法　・在来工法）

(1)養生方法

　＊ビニールシート等による　・（仮設通路は必要に応じてベニヤ+ビニールシート）

(2)固定された家具（備品，机，ロッカー等）の移動

(3)既存部分における既存家具等の養生

　＊ビニールシート等による　・（　　　　　　　）

(4)既存ブラインド，カーテン等の養生

　養生方法　＊取り外し再取付　・（　　　　　　　）

　保管場所　＊構内既存施設内　・（　　　　　　　）

　＊行わない　・行う

　＊行う（　　　　）

　＊Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・図示

　Ａ種，Ｂ種の表面材　＊石こうボード　　　・合板

　合板又は石こうボードの塗装

　別紙設計図による.　　・打ち合わせによる

　・既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・構内に新設する（規模　　　　　m2 程度）　備品等は監督員の指示を受けて設置すること

　＊設けない

　構内既存の施設　　・利用できる(＊有償　・無償）　＊利用できない

　構内既存の施設　　・利用できる(＊有償　・無償）　＊利用できない

　現場の見やすい位置に監督員が指示する次の表示板を設置する。

　＊工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）

　＊行う（ベニヤ等）　・行わない

　・行わない　＊行う

　既設設備の取り外し，取り付けを行う。

　＊配置する　　・配置しない

　配置計画

　　＊大型車両進入時　　（　　）人／日

　　・常時配置　　　　　（　　）人／日

　　・（資材搬出入）作業期間　　（　1　　）人／日

　＊行う（＊メッシュシート　　・防音シート）　　・行わない

　次の工事について保証書を提出すること。

　　　　年

　　　　年

　　　　年

 外壁改修工事

 防水改修工事

　　　　　備　　　　考保証年数　　　　材　料　名　工事区分

・塗膜防水

・合成高分子ルーフィング防水

・改質アスファルトシート防水

・アスファルト防水

(4)その他の写真

(5)保管　　工事写真のネガは工事完成後,受注者において2年間保管するものとする。

　コンクリート，モルタル等の撤去部分の境目は原則としてダイヤモンドカッター切りとする。

項目 特記事項

改修材料
（４．２．２）

防水改修工法の種類
（３．１．４）

（３．３．２～５）
（３．４．２～４）
（３．５．２～４）

（３．２．６）
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4-1

改
修
工

壁
外

事

）

改

料
材
修

（

１

改修工法

（表3.1.1）

　新設防水層の種別(表3.3.3～10)
　施工箇所 　備考

(1)部材の種類

(3)表面処理　＊Ａ－１又はＢ－１　・（　　　　　　　　　）

(2)板材折曲げ型

(4)製造所　＊監督員の承諾する製造所　・（　　　　　　）

　本体幅　　mm　板厚　*２．０mm　・　　mm

＊設置する　・設置しない

除去方法

　　　　　・（　　　　　　　　）

伸縮目地　＊成形伸縮目地（製造所　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　・既製目地（製造所　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施工箇所 材料種別

接着性試験　＊簡易接着性試験　　・引張接着性試験　・行なわない

施工箇所は下記以外《表３．７．１》による。

(1)材質　＊発泡プラスチック保温材　ＪＩＳＡ９５１１規格品

(2)厚さ　＊２５㎜　・（　　）mm

　　　　 ・（　　　　　　　　　）

　　　　　（押出法ポリスチレンフォーム保温材　３種ｂのスキン層付き，フロン未使用）

・シーリング充てん工法

・シーリング再充てん工法

・ブリッジ工法

・拡幅シーリング再充てん工法（拡幅幅　　㎜，拡幅深さ　　㎜）

・シーリングの試験

機械式固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する

アルミニウム製笠木

（５．２．４）

（３．９．２）
（表３．９．１）

（表５．２．２）

脱気装置（ＰＯＸ，
Ｌ４Ｘ,ＰＯＳ,Ｓ３Ｓ，
Ｍ３Ｄ及びＰＯＤ工法）
（３．３．３）
（３．４．３）
（３．５．３）
既存塗膜防水層表面の
仕上げ塗料の除去
（Ｌ４Ｘ工法）
（３．２．６）
保護層等

（３．３．５）
（押さえコンクリート）

シーリング
（３．７．１）
（３．７．２）

（３．７．８）

《表３．７．１》

シーリング改修工法の
種類
（３．７．４～
　３．７．８）

とい
（３．８．２）
（表３．８．１）

ルーフドレイン
（３．２．５）

２

３

断熱材の材質及び厚さ
（ＡＩ，ＢⅠ，

　ＤⅠ工法）
（３．３．２）

４

５

６

７

８

９

10

改修用二重ドレン

工

事

（３．６．２～４）

(表3.4.1～3)(表3.5.1)(表3.6.1)

　＊３．２．６．（ｃ）（６）（ｉｉ）による

部材の種類　　　硬質ポリ塩化ビニル管　カラー

・押出２５０型　　・押出３００型　　・押出３５０型　　・押出　　　型

＊４．２．２によるほか，監督員の承諾する材料

・（　　　　　　　　　　）

陶磁器質タイル (1)形状・寸法等

監督員の承諾する製造所　・（　　　　　　　　　　）

(3)役物の使用（　　　　　　　　　　　　）

(2)製造所　　＊

（６．１６．３）

(4)タイルの見本焼き　　＊行わない　・行う

２

・（　　　　　　　　　　）

　により提出するものとする。

　隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真（カラー・キャビネ版）を監督員の指示

　工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。

　・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に基づき，当該

　安全衛生責任者選任届出書」（任意様式）を提出すること。

　・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに「統括

　外壁ＡＬＣパネル工事，外壁押出成形セメント版工事，合成高分子系ルーフィングシート防水工事

　（機械的固定工法），外壁石取付け（乾式工法）工事，屋根葺き（長尺金属板，折板，粘土瓦）工事，

　アルミニウム製笠木工事，ガラスブロック積み工事，屋上緑化改修工事において，施工計画書により

28その他 ・施工に先立ち、改修工事範囲を確定するとともに、施工計画書を作成すること。

　　　　積雪区分　建設省告示第１４５５号　別表（　　　　　）

　工法を定める際の建築基準法に基づき定まる風圧力算定のための風速（Ｖ0）及び区分等は

　次のとおりとする。

　手すり先行工法については「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成21年4月24日

基発第0424001号）により，「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり，中さん

及び幅木の機能を有する足場とし，足場の組立て，解体又は変更の作業は，「手すり先行工法による足

ついては、労働安全衛生規則を遵守して実施すること。

場の組立て等に関する基準」の２の(2)又は(3)の方式により行うこと。又。上記足場の設置や点検等に

(5)笠木の固定金具の工法　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として

　 提出する。

　施工箇所 用途による区分 吸水率による区分

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

耐凍害性

･あり･なし

･あり･なし

うわぐすり

･施ゆう･無ゆう

･施ゆう･無ゆう

　形状・寸法（㎜）

　Ａ種のグラスウール等の充填材　＊行わない　・行う（JISA6301 グラスウール吸音材2号32Ｋ厚50㎜）

三次市国民健康保険甲奴診療所空調改修工事(ビル用マルチ)

　1,023.68　 ㎡
診療所　S造　平家建

　５．工事種目

　＊作成する。　完成図:（　　　　　　　　　　　）部　　完成図書３部　　・作成しない

　成果品については，「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要領」で特に

Ａ3版　３部、Ａ4版　部

３

10

但し病院との協議にて

了承が得られれば有償で

利用できる

１

１

Ｓ-Ｍ２

Ｘ-２Ｌ４Ｘ

シート防水

ウレタン塗膜防水Ｘ-２

　＊簡易接着性試験　　・引張接着性試験　　・行わない

・図示

※詳細は別図に図示

屋根庇樋、屋根庇

庇樋・梁型天端等

※仕上表に記載 鋼板屋根 水系ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ塗膜防水

　　　　風速　Ｖ0＝　　30ｍ／ｓ　　　　地表面粗度区分　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ

建 具 工 事・シャター ・シャター取付作業・SD ・SD取付作業

・作業中は作業部分と診療所使用部分をシート等にて区画する（詳細は発注者との協議による）

・必要に応じて行う

・ビニールシート張り等

空調設備更新工事及び左記工事に伴う工事一式

　・電気及び機械設備工事

・ 空調機器 　　　２年

　　　　年

　　　　年

・室外器の固定は上記による算定によること

（機器搬入時、レッカー車等作業時）

・屋外機器の固定は所定の耐震性能を有すること（計算式を提出のこと）

　　・　廊下はカラーコーン等設置にて表示を行うこと

・ 金属くず

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ２

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

建築改修工事特記仕様書 三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)
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（最新版）

特　記　仕　様　書

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

主 体 構 造

階 数

面 積

新 築 増 築 改 築

Ｒ Ｃ Ａ Ｌ Ｃ

地上　　階 地下　　階 塔屋　　階

建 物 名 称 延面積（㎡） 備 考

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

給排水衛生設備 空気調和設備

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

設 備 工 事

工 事 項 目

建 物 概 要

一 般 共 通 事 項

本特記仕様書以外に下記の図書類により工事を施工する。

１）質疑応答書

２）現場説明事項

３）特記仕様書

４）設計図

５）共通仕様書

日本建築家協会編共通仕様書

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事共通仕様書

設備機材等指定表によるほか同等品以上とする。但し、同

この工事に関係ある法律・政令・条例等に必要な届出・手

１）防火区画貫通部の配管は、建築基準施工令第１２９条

　　

２）耐震設備は、「建築設備耐震設計・施工指針」による

３）ガス配管は、告示第１０９９号に準ずる。

４）受水槽・高架水槽は所定の耐震性能を有するものとし

　　

　　

６）給排水設備・換気設備等に使用する耐火二層管の取り

　　

１．

２．

３．

４．

給 排 水 衛 生 設 備 工 事

給 水 設 備 工 事

設置図書の

優 先 順 位

使 用 機 材

届出・手続等

関 連 法 規

給 水 源

給 水 方 式

引 込 管

追 記 事 項

上水道 井 戸 簡 易 水 道

水 道 直 結 高架水槽 圧力タンク

口径　　　　　ｍｍ

排 水 設 備 工 事

排 水 方 式

放 流 管

接 続 管

追 記 事 項

屋 内

屋 外

合流式 分流式

合流式 分流式

下水本管 側 溝 河 川

衛 生 器 具 設 備 工 事

衛 生 器 具 ＴＯＴＯ ＩＮＡＸ ＴＯＴＯ・ＩＮＡＸ同等品

追 記 事 項

給 湯 設 備 工 事

給 湯 方 式

機 器

熱 源

追 記 事 項

局所式 中央式

瞬間湯沸器温水器 ボイラー

ガ ス 電 気 油

ガ ス 設 備 工 事

ガ ス の 種 類
ＬＰＧ

都 市 ガ ス（ガス会社　ＴＥＬ　　　 （　　　）　　　　）

追 記 事 項

消 火 設 備 工 事

種 類
屋外消火栓屋内消火栓 スプリンクラー

連結送水管 泡消火 ハロン消火

追 記 事 項

浄 化 槽 設 備 工 事

処 理 方 式

人員・処理水槽

放 流 水 質

追 記 事 項

単 独 処 理

合 併 処 理 ＦＲＰ製 現場打（　　　　　　　　　　　　　　　　）

空 気 調 和 設 備 工 事

夏 季 冬 季

乾 球 温 度 相 対 湿 度 乾 球 温 度 相 対 湿 度

℃

℃

℃

℃

％ ％

％

外 気

室 内

設 計 条 件

機 器 設 備 工 事

ヒートポンプ 水 冷

吸収式

燃 料 灯 油 Ａ重油

ヒートポンプ 空 冷

冷 凍 機

ボ イ ラ ー

熱 源 機 器
ガ ス

パッケージエアコン
ヒートポンプ 空 冷 水 冷

床 置 天 井 カセット

隠 蔽 露 出

空 調 機 器

追 記 事 項

換 気 設 備 工 事

追 記 事 項

換 気 方 式 中　　央　　式

局 所 式

第１種 第２種 第３種

ダ ク ト 設 備 工 事

・厨房排気ダクトの板厚

矩形ダクトの場合（入力合計が１８０００ｋｃａｌ／ｈを超える）

円形ダクトの場合（入力合計が１８０００ｋｃａｌ／ｈを超える）

追 記 事 項

制 御 方 式

自 動 制 御 設 備 工 事

（単位ｍｍ）

（単位ｍｍ）

０．５以上

０．６以上

０．８以上

０．８以上

０．６以上

０．８以上

１．０以上

１．２以上

亜 鉛 鉄 板ステンレス鋼鈑

４５０以下

４５０を超え１２００以下

１２００を超え１８００以下

１８００を超えるもの

ダ ク ト の 長 辺

０．５以上

０．５以上

０．６以上

０．８以上

０．６以上

０．６以上

０．８以上

１．０以上

亜 鉛 鉄 板ステンレス鋼鈑

３００以下

３００を超え７５０以下

７５０を超え１０００以下

１０００を超え１２５０以下

円 形 ダ ク ト の 寸 法

電気式 電子式 空気式

工 事 区 分

給水負担金

水道本管接続費

電気温水器,空調室外機のコンクリート基礎

電極棒供給取付工事

雨水竪樋工事

流し台の供給据付工事

ユニットバス

設備機器用の上屋築造工事（ポンプ・ボンベ等）

動力操作盤までの一次配線工事

動力操作盤までの二次配線工事

下水負担金

下水本管接続費（公共桝）

空調機屋内外操作線工事

空調機リモコン配線工事（配管は電気工事）

構造体へのスリーブ及び箱の製作取付工事

同上補強工事（鉄骨等の補強含む）

天井開口工事

天井開口に伴う下地補強工事

天井点検口・壁点検口の墨出し・供給取付工事

機器のコンクリート基礎工事（PC)(S)

衛生器具用壁・面台下地補強工事

クーラースリーブ（内外キャップ共）

建築 空調 衛生 電気 その他 建築 空調 衛生 電気 その他項 目 項 目

工 事 概 要 配 管 材 料 お よ び 保 温 材

名 称

排 水 管

汚 水 管

材 料 保 温 材

通 気 管

給 湯 管

ガ ス 管

消 火 管

冷 却 水 管

冷 温 水 管

膨 張 管

冷 媒 管

ド レ ン 管

換気ダクト

区 分

シ ン ボ ル 表

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

給 湯 送 り 管

給 湯 返 り 管

ガ ス 管

消 火 管

冷 却 水 送 り 管

冷 却 水 返 り 管

膨 張 管

冷 媒 管

ド レ ン 管

ゲート弁・止水栓

チ ャ ッ キ 弁

量 水 器

ガ ス メ ー タ ー

給 水 栓

給 湯 栓

フ ラ ッ シ ュ 弁

混 合 水 栓

排 水 目 皿

床 上 掃 除 口

床 下 掃 除 口

排 水 共 栓

排 水 桝

汚 水 桝

ガ ス コ ッ ク

屋内・屋外消火栓

冷 温 水 送 り 管

冷 温 水 返 り 管

５）換気ダクトは、不燃材料とする。

衛 生 器 具

給 水

排 水

ガ ス

消 火

冷 暖 房

ダ ク ト

換 気

自 動 制 御

排 煙

 CD 

 CDR 

 CHR 

 D 

Ｍ

ＧＭ

温 水 返 り 管

温 水 送 り 管 H 

 HR 

雨 水 格 子 桝

ト ラ ッ プ 桝

 － 

 l 

 ll 

 G 

 X 

連 結 送 水 管 XS 

 E 

 CH 

 R 

ルームエアコン

は、本工事該当を示す。

空 冷

（汚水・雑排水）

（汚水・雨水）

換気扇　天井扇

壁 掛

床 暖 房

設 備 工 事

給 湯

配 管

Ｔ

ただし、関連事項が相互間に相違する場合は、優先順位は

下記の通りとするが、施工においては予め相違事項を提出

し係員の協議の上決定する。

等品以上とする場合は監督員の承認を受ける。

続きなど請負者が代行して行い、これに要する費用はすべ

て請負者の負担とする。

　　２の５及び国土交通省告示第１４２２号に基づき施工

　　する。

　　こと。

　　基礎は躯体と一体構造とする。また、オーバーフロー

　　管には防虫網を設置する。

　　扱いは、法第３８条の大臣認定工法による。

浄 化 槽

％

処理水量　　ｍ３／日

木造 簡易耐火構造

算定人数　　人

広島県三次市甲奴町本郷654-1

1

口径　　　　ｍｍ

三次市国民健康保険甲奴診療所空調改修工事（ビル用マルチ）

全熱交換ユニット

全熱交換器（天井埋込）

冷媒用被覆銅管（メーカー標準品）

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

〔特記事項〕

診 療 所

　　㎎／L

ＧＷ保温材

給 水 管

更 新

そ の 他 図 示 に よ る

２．屋外の支持金物および固定ボルト類は、全てステンレス製とする。

　　カラー亜鉛鉄板）

　　施工不可能な部分は鉄板外装とする。（屋外はステンレス鋼板、屋内は

１．冷媒管露出部の化粧外装はスリムダクトとする。但し、スリムダクトで

３．空調ドレンの排水は既設に準じて行うものとする。

不明な場合は監督員と協議の上その指示によるものとする

また、事前に計算式を提出し監督員の承諾を得るものとする。

４．屋外機の設置、固定は所定の耐震構造基準に基づき耐震性能を有すること。

５．既設点検候口等から天井内への出入口が困難な場合は天井点検口（アルミ製450角）

を設けるか、天井の貼り替えを行なう。いずれかの場合も工事請費の中で行うこと。

６．撤去機材は場外搬出処分とする。撤去に伴い封入冷媒は抜取改修の上専門業者による

破壊処理を行うこと。（破壊証明書を提出すること）

・S造

486.85　㎡

９．工事区分に〇を記載しておりますが、一括発注の為、全て工事に含むものとします。

その結果において変更が生じた場合は監督員と協議を行いその指示によるものとする。

８.配管サイズは使用するメーカーにおいて再検討を行う事。

７．撤去した機材については産業廃棄物処理業者により運搬処分を適正に行うこと。
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空 調 機 器 表 ( 改 修 前 ・当初設計機器) 空 調 機 器 表 ( 改 修 後 R・4.5.6　改修工事)

記　号 名　　　　称 機　　器　　仕　　様 電　源 参　考　型　式 台　数 備　　　　考

PAC-1 ビル用マルチエアコン  3相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：25,000kcal/h暖 　房 ：28,000kcal/h

圧 縮 機 7.5　Kw

送 風 機 　0.1　Kw×2

附 属 品 防雪フード　鋼製架台

PAC-1-1 空冷式ヒートポンプエアコン  単相200Ｖ 2能 力 冷　 房 ：5,000kcal/h暖 　房 ：5,600kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル 1

屋外

薬局

レントゲン室

室外ユニット

　天井カセット４方向

　標準型

検査室・1

PAC-1-2 能 力冷　 房 ：4,000kcal/h暖 　房 ：4,500kcal/h

圧 縮 機  0.09  Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコン

　天井カセット４方向

　標準型

操作室PAC-1-3 能 力冷　 房 ：3,150kcal/h暖 　房 ：3,550kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

更衣室PAC-1-4 能 力冷　 房 ：2,500kcal/h暖 　房 ：2,800kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

検査室・2PAC-1-5 能 力冷　 房 ：3,150kcal/h暖 　房 ：3,550kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

休憩室PAC-1-6 能 力冷　 房 ：2,500kcal/h暖 　房 ：2,800kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット1方向

　標準型

1

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

PAC-2 ビル用マルチエアコン  3相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：25,000kcal/h暖 　房 ：28，000kcal/h

圧 縮 機 　7.5　Kw

送 風 機 　　0.1Kw×2

附 属 品 防雪フード　鋼製架台

屋外

室外ユニット

PAC-2-1

PAC-2-2 能 力冷　 房 ：3,150kcal/h暖 　房 ：3,550kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコン

　天井カセット４方向

　標準型

操作室PAC-2-3 能 力

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

3

処置室・中待合室PAC-2-4 能 力冷　 房 ：5,000kcal/h暖 　房 ：5,600kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井埋込型

　標準型

1

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：5,000kcal/h暖 　房 ：5,600kcal/h

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコ

　天井カセット1方向

　標準型

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

事務室

点滴室2

診察室

診察室

附 属 品

RC-1 ル ー ム エ ア コ ン

（ 寒 冷 地 仕 様 ）

型 式 壁掛型 1

能 力

圧 縮 機

附 属 品

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

記　号 名　　　　称 機　　器　　仕　　様 電　源 参　考　型　式 台　数 備　　　　考

PAC-1 ビル用マルチエアコン  3相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：28.0　Kw 暖 　房 ：31.5　Kw

圧 縮 機 7.49　Kw

送 風 機 室内機 ： 0.46　Kw

附 属 品 防雪フード

PAC-1-1 空冷式ヒートポンプエアコン  単相200Ｖ 2能 力 冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル 1

屋外

薬局

レントゲン室

室外ユニット

　天井カセット４方向

　標準型

検査室・1

PAC-1-2 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコン

　天井カセット４方向

　標準型

操作室PAC-1-3 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

更衣室PAC-1-4 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

検査室・2PAC-1-5 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

1

休憩室PAC-1-6 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット1方向

　標準型

1

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

PAC-2 ビル用マルチエアコン  3相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：28.0　Kw 暖 　房 ：　31.5　Kw

圧 縮 機 7.92　Kw

送 風 機 　0.61　Kw

附 属 品 防雪フード

屋外

室外ユニット

PAC-2-1

PAC-2-2 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコン

　天井カセット４方向

　標準型

操作室PAC-2-3 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井カセット2方向

　標準型

3

処置室・中待合室PAC-2-4 能 力冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

　天井埋込型

　標準型

1

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ

 単相200Ｖ 1能 力 冷　 房 ：      Kw 暖 　房 ：      Kw

圧 縮 機       Kw

送 風 機 室内機 ：       Kw 室外機 ：       Kw

附 属 品 リモコン・化粧パネル

空冷式ヒートポンプエアコ

　天井カセット1方向

　標準型

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

空冷式ヒートポンプエアコン

事務室

点滴室2

診察室

診察室

附 属 品

RC-1 ル ー ム エ ア コ ン

（ 寒 冷 地 仕 様 ）

型 式 壁掛型 1

能 力

圧 縮 機

附 属 品

冷　 房 ： 2.5  Kw 暖 　房 ： 2.8  Kw

更新済

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

記号

PAC-3

名称

ビル用マルチエアコン

( 屋外機 )

機器仕様

型式

能力

電源

付属品

リプレースマルチ　冷暖切替型

冷房 : 28.0 Kw

鋼板製防雪ﾌｰﾄﾞ(吸込・吹出)

暖房 : 31.5 Kw

圧縮機 : 7.49 Kw 送風機 : 0.46 Kw

ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ

電源

3相200V

参考型式

PUHY-RP280DMG9

台数

1

備考

屋外機械置場

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(既設)

PAC-3-1 ビル用マルチエアコン

( 屋内機 )

型式

能力

電源

付属品

天井カセット型4方吹出

冷房 : 8.0 Kw

MAスムースリモコン・標準パネル

暖房 : 9.0 Kw

送風機 : 0.05 Kw

単相200V PLFY-MP80HM 2 待合・ﾎｰﾙ・休憩ｺｰﾅｰ

PAC-3-2A ビル用マルチエアコン

( 屋内機 )

型式

能力

電源

付属品

天井カセット型2方吹出

冷房 : 3.6 Kw

MAスムースリモコン・標準パネル

暖房 : 4.0 Kw

送風機 : 0.05 Kw

単相200V PLFY-MP36LM 2 廊下2

空調機器表(改修後)（本工事）

特記事項

3・既設機器更新に伴い既設配管は原則再利用とし、機器接続部のみ延長更新する。但し、一部配管径が小さいと思われる部分が有り改修を要す。

4・機器能力変更等により配管サイズの変更を要するものは新設配管とする。

記号

PAC-3

名称

ビル用マルチエアコン

( 屋外機 )

機器仕様

型式

能力

電源

付属品

冷暖切替型

冷房:25,000Kcal/h

防雪ﾌｰﾄﾞ

圧縮機 : 7.5 Kw 送風機 : 0.1 Kw×2

電源

3相200V

参考型式

PUHY-250K-C

台数

1

備考

屋外機械置場

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

PAC-3-1 ビル用マルチエアコン

( 屋内機 )

型式

能力

電源

付属品

天井カセット型4方吹出

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ・化粧ﾊﾟﾈﾙ

送風機 : 0.1 Kw

単相200V PLHY-63GK-A 2 待合・ﾎｰﾙ

PAC-3-2 ビル用マルチエアコン

( 屋内機 )

型式

能力

電源

付属品

天井カセット型2方吹出

送風機 : 0.09 Kw

単相200V PLHY-40HK-D 4 廊下

空調機器表(改修前)

冷房:28,000Kcal/h 

冷房:29.1 Kw 暖房:32.6 Kw)(Kw換算相当・

冷房:7.3 Kw 暖房:8.3 Kw)(Kw換算相当・

冷房:6,300Kcal/h 冷房:7,100Kcal/h 

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ・化粧ﾊﾟﾈﾙ 冷房:4.7 Kw 暖房:5.2 Kw)(Kw換算相当・

冷房:4,000Kcal/h 冷房:4,500Kcal/h 

休憩ｺｰﾅｰ

PUHY-250K-C

PLHY-50GK-4

PLHY-40GK-4

PLHY-32HK-0

PLHY-25HK-0

PLHY-32MK-A

PLHY-25MK-A

PUHY-250K-C

暖 　房 ：3,550kcal/h冷　 房 ：3,150kcal/h

PUHY-RP280DMG9

（197kg)

（225kg)

RQYP280FC

鉄骨架台

PAC-3-2B

［-125×65×6Ｌ≒900

鋼製架台（新設）

2 廊下1

PAC-3-2B ドレンアップ形

2・撤去材については、産業廃棄物処理法に基づき適正に処理を行うこと。

1・既設空調機器撤去に際してはすべて冷媒ガスを改修し、専門業者による破壊処理を行うこと。(工事完了後破壊証明書を提出の事)

 0.65 Kw

日立Lシリーズ

RAC-V25R

PQYP280FC

FXYFP80NB

EXYCP36EB

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ６

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

空調機器リスト（改修前・改修後） 三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)
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A

B

C

D

暗室

操作室

レントゲン室

点滴室

診察室1 診察室2

処置室

薬局

薬品庫

検査室2

便所
ﾘﾈﾝ

風除室

事務室
湯沸室2

洗面所

物入

カーポート

自転車置場

休憩室

倉庫1

検査室1

湯沸室

押入

倉庫2

廊下1

更衣室

前室

玄関

出入口

便所
検査

出入口

廊下2

便所
身障者

便所
女子

便所
男子

所長室

受付

足洗

32000

1
4
8
0
0

1階　平面図 001/1=Ｓ

冷媒配管サイズ表

液管

6.35Φ

2800 2800

PAC

3-2A
PAC

3-2A

PAC

1-1

RC

1

PAC

1-4

PAC

1-6

PAC

3-2B
PAC

3-2B

PAC

1-3

PAC

1-2
PAC

2-2

PAC

2-2 PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-4

PAC

1-1

PAC

1-5

PAC

2-1

植込

凡例

ALC版　t=100

コンクリートブロック　t=120

軽量鉄骨間仕切り壁　LSG W=65

竪樋　VU100Φ

記号

①

②

③

④

9.52Φ

12.7Φ

ガス管

12.7Φ

15.88Φ

19.05Φ

AS

更新空調機器(リモコン含む)を示す

改修機器は撤去、廃棄処分(ﾘﾓｺﾝ含む)　→　新設(ﾘﾓｺﾝ含む)

特記事項

配管、配線は再利用とする(一部改修する・図示の通り)

AS ﾀｲﾙ

D

D

D D

D

D
D

D

D

D

D

D
D

D
D D

D

D

D

D

D

D

D

25
D

25
25

D

25

25

25

25

40 40

40

4040

40
30 40

3
0

4
025

25

25

25
25

40

40

D

40

D
25

4040

40

40

25

40

40

D

40

D25

⑤ 25.4Φ

9.52Φ

9.52Φ

12.7Φ

①

①

①

①

①

①

①

⑦

⑤×3

⑤×3

③ ③

③
③

③

③

④

④

④

④ ④

④

⑤

R
R

R
RRR

R

R

R R

RR

R

R

R

R

R

R

R

③

R
R

R

③

2700

休憩ｺｰﾅｰ

⑥ 22.2Φ9.52Φ

⑤ ⑤ ⑤

4800

(リモコンの位置は電気図参照下さい)

本工事にて改修

撤去、改修　冷媒管・ドレン管

接続部

開口補強(軽量鉄骨天井下地)を行い機器を取付ける事。

対応あるいは既設天井同材にて補修する事。

既設　冷媒管・ドレン管

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

PAC

3

PAC

1

PAC

2

植込

接続部・ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ補修

凡例

更新機器において天井改修が発生する場合は切欠ぎの上

又、開口廻りで隙間が発生した場合はワイトパネルにて

更新済み空調機器

ﾎｰﾙ
待合室

PAC

3-1

20

②

② ⑤×2

R
R
R

③

③

40
D

40

③
R

④
R

⑤

③

PAC

3-1

①

量水器

電柱

⑤

排水桝(鋳鉄蓋)　300Φ　350Φ

会議室

D
25

①

③

R

R

物療室

既設天井仕上げ材及び軽天切欠穴開けの上、軽天開口補強の事。

⑦

6.35Φ⑦ 9.52Φ

⑦ ⑦

天井点検口(ｱﾙﾐ製450角)を更新空調機各々の近くにこ設ける事。

位置は打合せによる。

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ７

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

１階空調設備平面図（改修後）

S＝1/100

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)
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待合室

玄関

出入口
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男子所長室

受付

足洗

32000

1
4
8
0
0

1階　平面図 001/1=Ｓ

冷媒配管サイズ表

液管

6.35Φ

2800 2800

PAC

3-1

PAC

3-2A
PAC

3-2A

PAC

1-1

RC

1

PAC

1-4

PAC

1-6

PAC PAC

3-2B

PAC

1-3

PAC

1-2
PAC

2-2

PAC

2-2 PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-4

PAC

1-1

PAC

1-5

PAC

2-1

植込

凡例

ALC版　t=100

コンクリートブロック　t=120

軽量鉄骨間仕切り壁　LSG W=65

竪樋　VU100Φ

記号

①

②

③

④

9.52Φ

12.7Φ

ガス管

12.7Φ

15.88Φ

19.05Φ

AS

更新空調機器(リモコン含む)を示す

凡例

AS ﾀｲﾙ
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①

②

②

②

⑤×3

⑤×3

⑤×2

③ ③
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③

③
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④
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③

R
R

R
RRR

R

R

R R

RR

R

R

R

R

R

R

R

③

R
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R
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R
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③

③

休憩ｺｰﾅｰ

⑥ 22.2Φ9.52Φ

2700 4800

(リモコンの位置は電気図参照下さい)

本工事にて改修

5

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

PAC

3

PAC

1

PAC

2

植込

③

③

⑤ ⑤ ⑤

D

3-2B

40
D

40

③
R

④
R

⑤

③

PAC

3-1

①

排水桝(鋳鉄蓋)　300Φ　350Φ

量水器

電柱

R

6.35Φ⑦ 12.7Φ

②

⑦

⑦

③

⑦
⑦

本工事にて改修

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ８

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

１階空調設備平面図（改修前）

S＝1/100

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)
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2800 2800

PAC

3-1

PAC

3-2A PAC

3-2A

PAC

1-1

RC

1

PAC

1-4

PAC

1-6

PAC

3-2B
PAC

3-2B

PAC

1-3

PAC

1-2
PAC

2-2

PAC

2-2

PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-3

PAC

2-4

PAC

1-1

PAC

1-5

PAC

2-1

PAC

2

植込

PAC

3

凡例

ALC版　t=100

コンクリートブロック　t=120

軽量鉄骨間仕切り壁　LSG W=65

竪樋　VU100Φ

AS

更新空調機器(リモコン含む)を示す

凡例

AS ﾀｲﾙ

④

PAC

1

2700

休憩ｺｰﾅｰ

4800

1・特記無き電線の線種、線番は下記による

VVF2.0×2C

MVVS 0.75×4C(リモコン)

特記事項(改修前)

2・リモコン本体は空調設備工事

3・天井ころがし配線とするが壁面等立上り、立下り

  配線は電線管にて保護をする事

空調機更新工事に伴い電線の切り離し及び結線を行うものとする

空調機改修に伴い

R
R

R
R

ﾘﾓｺﾝ取替え
空調工事

今回の工事においてﾘﾓｺﾝの取替えを行う(空調設備工事)

切り離し、結線

切り離し、結線
切り離し、結線

切り離し、結線

切り離し、結線

受水槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

4・屋外配線はｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ及び硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)にて保護する事

5

室外機配線接続部はｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ及びVE管にて保護する事

切り離し、結線
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ及びVE管にて保護する事

量水器

電柱

排水桝(鋳鉄蓋)　300Φ　350Φ

切り離し、結線

PAC

3-1

切り離し、結線

R
R

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

24(1)第3940号
M ９

設  計  図
（縮小率：A2＝100％，A3＝70％）

１階電気設備平面図（改修前・改修後）

S＝1/100

三次市国民健康保険甲奴診療所 空調改修工事(ビル用マルチ)


